
障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）（抄） 

 

 

（医療、介護等） 

第 14 条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維

持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必

要な施策を講じなければならない。 

2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーションの研究、

開発及び普及を促進しなければならない。 

3 国及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態及び生活の

実態に応じ、医療、介護、保健、生活支援その他自立のための適切な支援を受

けられるよう必要な施策を講じなければならない。 

4 国及び地方公共団体は、第 1 項及び前項に規定する施策を講ずるために必要

な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう

努めなければならない。 

5 国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの

提供を行うに当たっては、障害者が、可能な限りその身近な場所においてこれ

らを受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊

重しなければならない。 

6～7 略 

 

（教育） 

第 16 条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、

その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害

者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられる

よう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講

じなければならない。 

2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び

生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りそ

の意向を尊重しなければならない。 

3 略 

4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確

保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備

を促進しなければならない。 

 

（療育） 

第 17 条 国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な

場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を



講じなければならない。 

2 国及び地方公共団地は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知

識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならな

い。 

 

（文化的諸条件の整備等） 

第 25 条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又は

レクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸

条件の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講

じなければならない。 

 

第 3 章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策 

 

第 31 条 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する

調査及び研究を促進しなければならない。 

2 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の

普及、母子保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期治療の推進

その他必要な施策を講じなければならない。 

3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であ

ることに鑑み、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、

難病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければな

らない。 

 


